
催
し

教
室
・
講
座

募
集

子
育
て

相
談

傍
聴

そ
の
他

赤
い
羽
根
共
同
募
金
と
歳
末
友
愛
運
動

　
赤
い
羽
根
共
同
募
金
（
平
成
27
年
10
月
1
日

〜
12
月
31
日
）
と
歳
末
友
愛
運
動
（
同
11
月
21

日
〜
12
月
20
日
）
に
よ
り
お
寄
せ
い
た
だ
い
た

貴
重
な
募
金
は
子
ど
も
や
高
齢
者
、
障
害
の
あ

る
人
な
ど
の
福
祉
活
動
に
活
用
さ
れ
ま
す
。
ご

協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

《
赤
い
羽
根
共
同
募
金

（
１
，
０
３
１
万
３
，
１
８
８
円
）》

主
な
使
途
は
❖
高
齢
者
福
祉
活
動
❖
障
害
児
・

者
福
祉
活
動
❖
児
童
・
福
祉
活
動
❖
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
な
ど

《
歳
末
友
愛
運
動
（
５
１
７
万
２
２
７
円
）》

主
な
使
途
は
❖
在
宅
対
象
者
へ
の
配
分
❖
地

域
福
祉
・
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
❖
福
祉
・

障
害
者
団
体
へ
の
助
成
❖
児
童
養
護
施
設
な

ど
へ
の
助
成
❖
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
友
愛
訪
問
活

動
へ
の
助
成
な
ど

《
共
同
募
金
会
（
社
会
福
祉
協
議
会
）》

監
査
結
果
な
ど
の
閲
覧

　
平
成
27
年
度
の
定
期
監
査
や
26
年
度
一
般

会
計
・
特
別
会
計
の
決
算
審
査
、
健
全
化
判
断

比
率
等
審
査
な
ど
の
結
果
を
公
表
。
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
、
西
支
所
、
加
佐
分
室
、
中
央
・
南

公
民
館
、
東
・
西
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
。

問
監
査
委
員
事
務
局
（
☎
66
・
１
０
８
０
）

技
能
修
得
資
金
を
支
給

内
専
門
学
校
な
ど
の
技
能
修
得
施
設
に
就
学

す
る
府
内
在
住
の
学
生
に
支
給
（
所
得
等
要
件

あ
り
）

申
１
次
申
請
は
３
月
25
日
㈮
ま
で
。
２
次
申

請
は
４
月
22
日
㈮
ま
で
。

問
中
丹
東
保
健
所
（
☎
75
・
０
８
５
６
）

催
し

教
室
・
講
座

募
集

子
育
て

相
談

傍
聴

そ
の
他

市
民
無
料
相
談

（
市
民
課
、
☎
66
・
１
０
０
６
）

司
法
書
士
法
律
相
談

時
３
月
３
日
㈭
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

場
市
役
所
本
館

内
登
記
や
相
続
、
成
年
後
見
、
多
重
債
務
な
ど

巡
回
市
民
・
行
政
相
談

時
３
月
８
日
㈫
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
中
央
公
民
館
内
個
人
間
や
家
庭
内
、
消
費

生
活
に
関
す
る
こ
と
な
ど

行
政
書
士
相
談

時
３
月
９
日
㈬
10
時
〜
13
時
場
市
役
所
本
館

内
相
続
・
遺
言
書
・
契
約
書
の
作
成
な
ど

公
証
相
談

時
３
月
15
日
㈫
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
市
役
所
本
館

内
遺
言
書
や
契
約
書
な
ど
公
正
証
書
の
作
成

土
地
家
屋
調
査
士
相
談

時
３
月
15
日
㈫
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
市
役
所
本
館
内
土
地
の
分
筆
や
合
筆
、
境

界
問
題
、
家
屋
の
新
・
増
築
、
滅
失
な
ど

市
民
法
律
相
談

時
３
月
18
日
㈮
13
時
か
ら
場
市
役
所
本
館

内
弁
護
士
が
応
じ
る
定
11
人（
多
数
の
場
合
抽
選
）

申
３
月
16
日
㈬
８
時
30
分
〜
12
時
に
電
話
で
。

府
民
無
料
法
律
相
談

時
３
月
14
日
㈪
13
時
30
分
か
ら
場
中
丹
広
域

振
興
局
内
弁
護
士
が
応
じ
る
定
先
着
10
人

申
３
月
11
日
㈮
９
時
か
ら
電
話
で
同
振
興
局

（
☎
62
・
２
５
０
０
）
へ
。

高
齢
者
・
障
害
者
権
利
擁
護
相
談

時
３
月
16
日
㈬
13
時
か
ら
場
市
役
所
別
館

内
財
産
管
理
や
遺
産
相
続
、
遺
言
な
ど

対
高
齢
者
や
障
害
者
と
そ
の
家
族
定
先
着
３
人

申
３
月
11
日
㈮
ま
で
に
電
話
で
高
齢
者
支
援

課
（
☎
66
・
１
０
１
８
）
へ
。

聞
こ
え
の
相
談
会

時
3
月
15
日
㈫
13
時
〜
16
時
場
聴
言
セ
ン
タ
ー

内
聴
力
測
定
と
補
聴
器
の
相
談

対
市
内
在
住
の
難
聴
者
　
５
人
（
先
着
順
）

申
３
月
11
日
㈮
ま
で
に
、
電
話
か
フ
ァ
ク
ス
、

は
が
き
（
〒
６
２
５
︲
０
０
８
３ 

市
内
字
余

部
上
２
︲
９
）
で
同
セ
ン
タ
ー
（
☎
64
・
３
９

１
１
、
Ｆ
64
・
３
９
１
２
）
へ
。

療
育
相
談

時
3
月
14
日
㈪
・
28
日
㈪
13
時
30
分
〜
15
時

30
分
場
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
み
ず
な
ぎ

内
療
育
や
制
度
利
用
な
ど
の
相
談

対
市
内
在
住
の
障
害
児
・
者
と
そ
の
家
族

申
電
話
か
フ
ァ
ク
ス
で
同
セ
ン
タ
ー
（
☎
64
・

３
７
６
６
、
Ｆ
64
・
３
６
５
８
） 

へ
。

傍
　
聴

定
例
教
育
委
員
会

時
３
月
24
日
㈭
14
時
か
ら
場
市
役
所
別
館

問
教
育
総
務
課
（
☎
66
・
１
０
７
０
）

そ
の
他

市
政
記
念
館
の
工
事

展
示
コ
ー
ナ
ー
とJazz

を
臨
時
休
業

　
市
政
記
念
館
２
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
の
工
事

に
伴
い
、
同
展
示
コ
ー
ナ
ー
と
１
階
の
喫
茶

Jazz

を
休
業
し
ま
す
。
期
間
は
３
月
７
日
㈪

〜
11
日
㈮
ま
で
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
赤
れ
ん
が
パ
ー
ク
（
☎
66
・
１
０
９
６
）

MAIZURU

◎市の広報番組

▪ Wind of Maizuru 毎週木曜日、12:40 ～ 12:50
赤れんがパークを中心に市内の催しを紹介

▪市公式 Facebook
イベントなどの旬な情報をお届け

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

ブルー：DIC１４２
グレー：DIC５４３

◎ Facebook（フェイスブック）

平成28年度版
「ごみ分別ルールブック」
を作製

▲ごみ分別のルールを絵や図で
　分かりやすく解説

▲収集日や振り替え日の確認に便利

　「可燃ごみって何が出せるの？」「家電は不燃ごみの日に出せないの？」といったごみ収集のルールや
ごみ収集カレンダー、粗大ごみ収集手数料、清掃活動や環境啓発などをまとめた「ごみ分別ルールブッ
ク」の平成28年度版を作製しました（Ａ４判、32㌻）。
　３月24日㈭の新聞折り込みでお届けします（希望者には無料で郵送。広報まいづるを郵送でお届けし
ている人には4月号と一緒に郵送）。生活環境課や西支所総務係、加佐分室などでも3月24日から配布。

①ごみの分別や出し方を分かりやすく紹介
　週に２回の可燃ごみや月に１回の不燃
ごみといった、基本的なごみの分別ルール
を豊富な絵や図を用いて解説。また、資源
ごみになる紙とならない紙の違いや清掃
事務所、リサイクルプラザへ直接搬入する
場合のルールも掲載。

②取り外して使えるごみ
　収集カレンダー
　１年間のごみ収集日程を掲載したページは
ルールブックから取り外しが可能。冷蔵庫など
に貼りつけることでごみの収集日や振り替え
日、粗大ごみ戸別収集日(有料）もひと目で確
認できます。
　また、裏面には基本的なごみの分別方法を
掲載し、日頃のごみ出しと分別をより便利に
サポートします。

充実の内容が皆さんの「ごみ」に関する疑問を解決します！

❖粗大ごみの出し方
　戸別収集（有料）の利用方法や手数料の一覧、手

数料券の販売所を掲載。
❖市が収集も引き取りもしないごみ
　エアコンやテレビ、冷蔵庫など市が処理しないご

みの処分方法を案内。
❖公共施設での取り組み
　市が設置している便利な「使用済小型家電回収

ボックス」と「古紙リサイクルボックス」について
紹介。

❖ごみ処理とリサイクル
　市のごみ処理の状況や市民１人が１日に出すご

みの量・内訳を紹介、家庭でできるごみ減量のポ
イントも。

❖ごみ分別例一覧
　よく出るごみや分別が分かりにくいごみの分別

区分、出し方のポイントを掲載。もう分別で迷い
ません。

　ほかにも市の環境活動、啓発の紹介、生ごみ処理機
購入時の支援制度などを解説しています。

※画像は 27 年度版

主な掲載内容

※画像は 27 年度版

「ごみ分別ルールブック」のここがすごい！

ご
み
ブ
ク
ロ
ウ
…
市
の
ご
み
事

業
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

▶ごみ分別ルールブックに関する問い合わせは、生活環境課（☎66・1005）へ。

3月のお知らせ

2016-331 MAIZURU 2016-3  30MAIZURU


